
中
世
手
工
業
の
二
・
三
の
問
題

130　（614＞

特
に
建
築
生
産
を
中
心
に

中イ

村

研

誉
憲
雑
題
趣
聖
職
臨
瑠
継
籔
塩
鮎
鵜
の
鐸
＼
訟
魁
嘉
翻
蔵
跳
裁
脚
製
朔
熱
熱
酬
い
磐
寵
獣
暇
、
｝
一

塗
義
、
中
世
を
誉
黍
．
職
簑
盲
撃
繍
・
し
て
存
続
す
。
．
中
蓬
築
の
墾
搾
料
．
請
翻
の
竪
に
穣
づ
け
ら
れ
・
が
、
建
築
　

雛
擁
難
戦
讐
鷲
謬
難
舳
擁
灘
焔
総
建
議
隠
線
難
鞍
雛
離
違
警
難
隷
麟
鎌
脚

を
保
有
・
て
い
・
点
か
ら
、
建
議
座
の
階
撰
の
嚢
を
明
・
か
に
・
た
．
座
の
解
綾
新
座
の
竪
・
綾
部
懲
の
混
乱
噺
パ
籍
・
れ
、
そ
れ
∴

　
建
築
技
術
の
醸
で
木
割
術
の
崩
壊
と
し
て
現
わ
れ
、
中
央
と
地
方
の
技
術
の
均
等
化
を
促
進
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
赫

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
M

は
　
じ
　
め
　
に

　
荘
園
研
究
を
申
心
と
す
る
中
世
往
会
の
解
明
は
日
一
日
と
そ
の
成
果
を
蓄
積

し
、
そ
れ
を
立
面
に
し
て
研
究
視
角
が
た
え
ず
拡
大
し
て
い
る
現
状
は
H
を
見

張
る
も
の
が
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
中
品
社
会
の
研
究
か
ら
死
鮪
転
位
概
に
あ

る
も
の
と
し
て
手
工
業
生
産
の
岡
題
を
あ
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
最
近
、
古

代
社
会
に
お
け
る
分
業
の
問
題
が
よ
う
や
く
解
明
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
は
大
変
意

賑
深
い
こ
と
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
小
論
で
中
世
の
手
工
業
、
と
く
に
建
築
生

産
に
つ
い
て
若
干
の
問
題
を
取
上
げ
、
わ
た
く
し
な
り
に
整
理
し
た
の
で
あ
る

が
、
そ
の
意
図
は
い
ま
述
べ
た
撫
く
、
中
世
社
会
の
研
究
か
ら
置
虫
ら
れ
て
い
る

部
分
の
埋
立
に
、
い
わ
ば
一
握
の
砂
の
恥
き
役
割
で
も
な
し
え
た
ら
と
い
う
願

い
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
さ
い
わ
い
中
世
手
工
業
扇
掛
醐
に
つ
い
て
は
赤
松
俊

①
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
③

秀
・
遠
藤
元
男
・
豊
田
武
氏
な
ど
に
よ
る
若
干
の
研
究
、
ま
た
建
築
学
専
攻
諸

　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

先
学
の
建
築
史
研
究
、
仏
師
に
つ
い
て
の
諸
研
究
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
数
少



な
い
業
績
に
燕
か
れ
つ
つ
小
論
を
殿
鎖
し
た
い
と
思
う
恥

　
①
　
赤
松
俊
秀
氏
「
座
に
つ
い
て
」
騨
」
史
林
」
三
七
ノ
一
［
万

　
②
遠
藤
元
男
氏
『
職
入
の
歴
史
』
『
日
本
職
人
史
の
研
究
』

　
③
盤
田
武
氏
「
興
福
寺
を
め
ぐ
る
建
築
業
看
の
座
」
『
歴
史
学
研
究
』
六

　
　
ノ
一
〇
号

　
④
伊
藤
鄭
爾
氏
欝
，
中
世
幽
居
離
し
建
築
学
大
系
編
集
委
員
会
ぽ
．
建
築
学
大

　
　
系
』
．
閥

　
⑤
　
古
く
は
金
森
遵
氏
「
鎌
倉
時
代
の
仏
師
組
織
に
就
い
て
偏
　
脳
擬
本
彫
刻

　
　
史
の
研
究
」
所
取
、
最
近
で
は
門
脇
顧
二
氏
「
平
安
初
期
の
仏
像
製
作
に

　
　
関
す
る
覚
欝
」
臼
本
史
研
究
会
編
壇
．
歴
史
に
お
け
る
芸
術
と
社
会
』
所
駅

騨
　
律
令
制
建
築
生
産
機
構
の
変
質

　
　
　
穣
雷
雲
家
機
構
の
解
体
過
程
、
と
く
に
八
離
離
末
か
ら
九
世
紀
末
に
か
け
て

榊
の
約
羅
鶴
、
直
垂
係
嘉
の
馨
集
散
は
い
詮
毒
的
な
建
築
震

q　
　
立
の
前
奏
曲
で
あ
っ
た
。
そ
の
問
の
磁
な
事
項
を
年
表
に
す
れ
ば
次
の
如
「
く
で

題問
　
あ
る
。

の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

三
　
　
延
暦
　
元
年
（
七
八
二
）
　
年
越
・
勅
旨
（
造
東
大
寺
司
）
二
省
と
造
法
花
寺

二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
等
を
罷
め
、
一
、
～
省
の
雑
色
匠
手
は
才
幹
に
随
い

の業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
工
・
内
蔵
寮
に
志
す
。

工手
　
　
延
暦
　
三
年
（
七
八
こ
・
）
　
造
長
洞
腰
使
を
設
く
。

世中
　
　
延
潜
　
八
年
（
七
八
九
）
　
造
寺
岡
宮
使
を
造
害
（
平
安
）
使
と
な
す
。
造
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
静
司
を
完
廃
す
、

　
延
暦
十
五
年
（
七
九
六
）
　
二
宮
使
を
造
宮
職
と
な
す
。

　
延
暦
廿
圏
年
（
八
○
脳
）
　
造
宮
職
を
廃
し
木
工
寮
に
遣
す
。

　
弘
仁
　
九
年
（
八
一
八
）
　
修
理
左
右
坊
城
使
を
停
め
て
修
理
職
を
設
く
。

　
　
　
　
（
カ
）

　
土
入
長
二
　
。
ご
一
年
（
八
二
｝
血
。
山
ハ
）
　
修
理
御
職
を
停
め
壷
小
工
寮
に
軸
織
す
。

　
仁
寿
　
二
年
（
八
五
二
）
　
修
理
左
右
坊
城
使
を
停
め
木
工
寮
に
款
す
。

　
貞
観
十
五
年
（
八
七
三
）
　
木
工
寮
繁
多
な
た
め
修
理
左
右
坊
城
使
を
長
く
。

　
寛
平
　
三
年
（
八
九
一
）
　
修
理
職
を
設
く
。

　
以
上
の
如
く
、
律
令
国
家
は
必
．
要
に
慈
じ
て
関
係
宮
司
を
新
設
し
、
工
事
終

了
次
第
こ
れ
を
解
体
し
て
い
る
。
修
理
左
右
坊
城
使
・
修
理
職
が
こ
の
代
表
的

な
寛
司
で
あ
る
。
九
蝕
紀
末
か
ら
木
工
寮
・
修
理
職
の
並
立
が
定
着
す
る
が
、

か
か
る
宮
司
の
離
合
集
散
は
延
暦
元
年
（
七
八
二
）
の
造
宮
・
勅
旨
二
省
廃
止

の
理
由
に
も
あ
る
よ
う
に
国
家
的
な
一
連
の
大
規
模
工
事
に
よ
る
圏
家
財
政
の

窮
迫
を
倹
約
と
い
う
形
で
解
決
せ
ん
と
し
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
年
表
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
建
築
関
係
官
司
の
廃
設
は
木
工
寮
を
中
核
と

し
て
新
設
、
統
禽
さ
れ
て
い
る
。
令
の
規
定
に
よ
る
と
、
木
工
寮
は
頭
一
人
、

助
一
人
、
大
嘗
一
人
、
少
允
二
人
、
大
熊
一
人
、
少
羅
一
人
の
官
人
と
工
蔀
二

十
人
、
使
部
二
十
人
、
直
丁
二
人
、
駈
使
丁
（
定
員
規
定
な
し
）
の
工
人
群
で

構
成
さ
れ
て
い
る
。
駈
使
丁
は
恐
ら
く
飛
騨
工
・
精
酌
労
働
を
指
し
、
工
事
規

模
に
従
っ
て
任
意
に
集
巾
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
大
同
三
年
（
八
○
八
）
、
木

131 （615）
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工
寮
所
管
の
長
上
工
（
木
工
）
十
七
員
が
九
員

を
減
じ
て
八
員
と
規
定
さ
れ
、
鍵
櫨
長
上
工
は

旧
通
り
、
鍛
冶
長
上
工
二
員
を
一
員
に
減
定
さ

　
　
　
　
　
①

れ
て
い
る
か
ら
、
長
上
工
総
数
は
恐
ら
く
十
人

前
後
と
推
定
さ
れ
る
。
翌
四
年
の
内
匠
寮
雑
工

数
の
規
定
で
は
長
上
工
廿
三
人
、
番
上
工
百
人

　
　
　
　
　
　
　
②

と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
木
工
寮
に
も
悪
心
数
の

番
上
工
が
所
属
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
長
上

工
は
技
術
的
指
導
者
と
も
い
う
べ
き
専
属
工
で

あ
り
、
番
上
工
は
所
轄
官
司
の
恒
常
的
組
織
に

く
り
こ
ま
れ
、
長
上
工
に
よ
り
技
術
の
面
で
統

轄
さ
れ
て
い
る
工
人
で
、
農
民
の
赴
恩
愛
か
ら

構
成
さ
れ
て
い
る
点
で
刀
工
∴
履
夫
・
様
（
庸
）

工
等
の
雇
鵬
工
と
か
わ
ら
な
い
が
、
技
術
的
に

は
彼
等
よ
り
す
ぐ
れ
、
飛
騨
工
な
ど
は
里
毎
に

十
人
が
割
当
ら
れ
庸
調
免
の
代
償
に
一
年
交
替

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

で
番
上
義
務
を
果
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
承

和
元
年
（
八
二
四
）
、
　
木
工
寮
長
上
工
は
十
四

人
で
う
ち
一
人
を
造
誌
面
長
上
と
規
定
し
て
い

④る
。
か
く
の
如
く
、
命
の
規
定
以
来
木
工
寮
の

入
的
構
成
に
変
動
を
呈
し
て
き
た
が
、
薄
墨
紀
末
の
木
工
寮
・
修
理
職
並
立
直
後

の
各
構
成
は
延
喜
式
中
務
省
蒋
服
の
項
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
（
上
図
）
。
そ
れ

に
よ
る
と
、
木
工
寮
は
下
下
管
理
部
門
と
作
業
現
場
部
門
と
の
均
衡
が
比
較
的
．

整
備
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
修
理
職
は
作
業
現
場
部
門
に
重
点
が
お
か
れ
、

特
に
飛
騨
工
・
仕
丁
の
如
き
下
部
労
働
力
が
蟻
的
に
集
中
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
。

九
世
紀
末
以
降
、
律
令
国
家
の
建
築
生
産
は
木
工
寮
で
計
画
さ
れ
、
工
事
内
容

に
よ
っ
て
高
度
の
技
術
を
要
す
る
大
規
模
な
造
作
で
あ
れ
ば
木
工
寮
が
行
な
い
、

比
較
的
に
容
易
な
工
事
・
営
繕
は
修
理
職
が
担
当
し
た
。
修
理
職
に
非
熟
練
者

が
集
中
し
て
い
る
の
は
そ
の
職
務
的
性
格
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は

寮
・
職
に
お
け
る
長
上
工
の
職
種
別
配
分
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
。
延
旧
式
中
務

省
時
服
の
項
記
載
と
各
一
入
の
増
減
は
あ
る
が
、
延

喜
式
式
部
谷
の
項
記
載
の
職
種
別
長
上
工
数
を
示
せ

ば
下
の
如
く
で
あ
る
。
元
慶
元
年
（
八
七
七
）
、
律
令

国
家
の
な
し
え
た
最
後
の
大
工
事
で
あ
る
大
君
殿
の

造
営
に
「
木
工
助
以
下
及
大
少
工
、
□
生
長
上
将
領

六
十
人
、
番
上
工
六
十
人
、
雇
工
八
十
人
、
飛
騨
工
六

　
　
　
　
　
　
　
⑤

十
人
、
□
三
十
人
扁
が
参
加
し
て
い
る
が
、
寮
・
職

並
立
以
後
に
お
い
て
も
工
事
内
容
に
よ
り
相
互
の
技

術
陸
∵
下
部
労
働
力
の
交
流
は
当
然
考
え
ち
れ
よ
う
。

　
十
世
紀
に
至
り
荘
園
制
に
立
脚
し
た
摂
関
政
治
機

1　1［14

132　（616）

　
計

石
柵
工

鍛
冶
工

檜
柵
工

蝿
輔
工

瓦
　
工

五
　
工

木
　
工

1木二〔寮17　1　2　1
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中μ七手工業の二・三の問題（魯村、

構
が
整
っ
て
く
る
と
建
築
生
産
に
お
い
て
も
多
藤
に
わ
た
る
変
質
を
余
儀
な
く

さ
れ
る
。
律
令
国
家
の
衰
退
に
と
も
な
い
か
つ
て
国
家
が
造
作
し
た
建
築
物
の

頽
廃
は
極
度
に
達
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
政
府
は
造
国
・
所
課
国
の
綱
度
で
造

嘗
修
築
を
促
進
せ
ん
と
し
た
。
韓
国
（
功
國
）
の
調
度
は
一
宇
の
堂
舎
・
殿
舎
、

一
列
の
廻
廊
な
ど
独
立
し
た
建
築
物
を
各
ニ
ケ
国
で
負
担
し
、
所
課
蟹
は
数
ヶ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

国
が
一
宇
の
堂
舎
・
殿
舎
を
造
営
す
る
制
度
で
あ
る
。
　
天
慶
元
年
（
九
三
八
）
、

大
地
震
で
縛
網
し
た
宮
城
の
修
造
を
修
理
職
に
命
じ
た
と
こ
ろ
、
　
二
司
之
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

難
可
修
」
と
修
造
能
力
の
欠
如
が
歎
か
れ
九
ケ
国
の
分
担
で
着
工
さ
れ
て
い
る
。

天
徳
四
年
（
九
六
〇
）
、
　
焼
亡
し
た
内
裏
の
復
旧
に
は
修
理
職
が
紫
震
殿
・
仁

寿
殿
・
承
明
門
、
木
工
寮
が
常
寧
殿
・
清
涼
殿
を
受
持
ち
、
残
り
の
殿
舎
を
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

十
七
ケ
国
が
分
担
し
て
い
る
。
こ
の
工
事
で
寮
・
職
が
重
要
殿
余
群
を
分
担
し

て
い
る
事
実
は
認
め
ら
れ
る
が
、
造
畢
・
所
課
国
の
制
度
が
臨
暁
的
で
あ
れ
造

国
司
と
寮
・
職
工
人
と
の
閥
に
雇
傭
関
係
を
成
立
せ
し
め
、
寮
・
職
の
機
能
に

制
限
を
加
え
て
い
る
の
は
見
逃
し
難
い
。

　
偉
令
制
生
産
組
織
は
す
で
に
八
世
紀
頃
か
ら
下
部
労
働
力
を
構
成
す
る
役
斑

の
庸
役
労
働
忌
避
に
よ
り
壁
に
つ
き
当
っ
て
い
た
が
、
建
築
生
産
部
門
に
お
い

　
　
　
　
　
　
③

て
も
例
外
で
な
く
、
こ
の
よ
う
な
解
体
過
程
に
あ
る
組
織
の
再
編
成
が
九
世
紀

末
に
お
け
る
木
工
寮
・
修
理
職
の
並
立
整
備
と
い
う
形
で
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
長
上
工
な
ど
の
技
術
陣
は
一
応
充
実
し
た
が
、
下
部
労
働
力
の
結

集
・
組
識
化
に
は
漸
次
和
庸
労
働
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
周
知
の
癩

く
、
律
今
制
手
工
業
生
産
の
崩
壊
↓
中
世
的
手
工
業
者
の
成
立
と
い
う
シ
エ
ー

マ
は
、
律
令
国
家
財
産
の
窮
迫
と
小
規
模
経
営
の
拾
頭
等
分
業
の
進
化
と
い
う

形
で
把
握
さ
れ
る
。
仏
像
生
産
に
お
け
る
官
工
房
か
ら
私
工
房
へ
の
移
行
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

す
で
に
九
・
十
世
紀
の
十
階
で
確
認
さ
れ
て
い
る
難
く
、
建
築
生
産
に
お
い
て

も
富
司
の
統
括
性
は
失
な
わ
れ
つ
つ
あ
り
、
い
ま
だ
公
権
の
枠
を
出
な
い
と
は

い
え
工
人
は
荘
園
領
主
の
支
配
下
に
移
行
し
、
木
工
寮
・
修
理
職
は
技
術
統
綱

機
関
と
し
て
の
み
存
在
理
由
を
も
つ
官
鋼
に
変
質
し
て
き
た
。
工
人
組
織
も
律

令
国
家
に
対
す
る
個
別
人
身
豹
隷
属
関
係
が
崩
壊
し
、
建
築
工
集
団
の
な
か
で

大
工
一
末
工
・
脇
工
と
い
う
私
的
従
属
関
係
が
醸
成
さ
れ
て
く
る
。
醐
．
長
秋

記
』
の
大
治
四
年
七
月
七
日
条
に
、

　
被
造
（
最
勝
寺
力
）
五
重
御
審
、
工
国
璽
承
、
件
国
劇
以
弟
子
等
令
遺
、
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
手
力
）

　
弟
子
人
数
少
、
如
此
為
道
棟
梁
者
、
臨
審
皆
乎
宿
取
餓
、
何
於
扇
末
空
手
可

　
立
膝
、
以
此
旨
、
示
別
当
、
別
当
又
召
仰
其
由
、
此
後
自
営
鑓
、

と
あ
り
、
こ
れ
は
岡
末
と
弟
子
と
の
闘
に
大
工
　
　
末
工
と
い
う
私
的
従
属
関

係
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を

反
映
し
て
工
事
現
場
に
お
い
て
も
惣
大
工
・
権
大
工
・
引
頭
・
長
・
連
（
列
）

工
と
い
う
階
梯
が
繊
現
す
る
。

　
延
喜
十
九
年
（
九
　
九
）
、
　
醍
酬
寺
下
宿
院
造
作
所
工
の
矢
田
部
良
蒸
が
寺

家
の
申
請
に
基
づ
き
㌧
修
理
職
所
属
か
ら
「
永
為
彼
所
大
工
」
さ
れ
て
い
る
如

④
　
　
　
　
　
　
　
。

ぐ
、
木
工
寮
・
修
理
職
工
人
の
一
部
は
十
・
十
一
世
紀
に
濫
設
さ
れ
た
造
作
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所
・
造
寺
所
へ
恒
常
的
に
配
属
さ
れ
て
い
る
。
か
よ
う
に
、
寺
工
・
社
工
・
公

家
大
工
筆
立
の
母
体
は
木
工
寮
・
修
理
職
で
あ
り
、
　
「
所
」
が
成
立
の
契
機
を

な
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
寛
弘
六
年
（
一
〇
〇
九
）
、
　
東
大
寿
東
宝

塔
金
杖
流
星
を
修
理
し
た
功
と
し
て
伊
予
講
師
、
近
江
読
師
に
補
任
さ
れ
た
大

工
寺
家
堂
下
如
庄
、
権
大
工
僧
職
円
は
、
明
ら
か
に
東
大
寺
専
属
の
僧
躰
の
工

　
　
　
⑫

人
で
あ
る
。
僧
侶
身
分
の
寺
工
が
成
立
す
る
に
及
ん
で
は
、
寮
・
職
の
技
術
統

制
の
機
能
も
相
対
的
に
低
下
す
る
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
永
久
三
年
（
＝
一

五
）
、
高
野
肉
中
門
の
建
立
に
さ
い
し
、
工
事
に
あ
た
る
大
工
に
つ
い
て
「
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

御
山
に
不
動
堂
と
云
聖
人
、
高
名
鍛
工
造
云
肉
、
問
合
繊
人
、
被
左
右
哉
如
何
」

と
関
係
者
が
答
申
し
て
い
る
の
は
、
畿
内
周
辺
に
お
け
る
寿
社
建
築
工
の
技
術

水
準
が
絹
当
高
度
で
あ
り
、
し
か
も
、
建
築
工
は
「
古
回
雪
之
滋
賀
」
と
呼
称
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
檎
皮
工
・
壁
工
・
瓦
工
と
い
う
職
種
的
分
化
と
は
別
に
特

定
の
建
築
物
造
営
の
専
門
化
が
進
行
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
か
よ
う
に
、
平
安
末
期
に
至
る
と
木
工
寮
・
修
理
職
は
そ
の
機
能
を
消
失
し

つ
つ
あ
っ
た
。
し
か
し
、
形
骸
化
し
つ
つ
あ
る
と
は
い
え
寮
・
職
は
室
町
期
に

も
ま
だ
活
動
を
持
続
さ
せ
て
い
る
。
木
工
寮
・
修
理
職
が
後
代
ま
で
そ
の
存
在

理
由
を
全
く
消
失
せ
し
め
な
か
っ
た
根
拠
は
い
く
ら
で
も
あ
げ
ら
れ
よ
う
が
、

他
の
手
工
業
と
異
な
っ
て
建
築
生
産
窪
体
の
中
に
根
差
し
て
い
る
。
き
わ
め
て

常
識
的
で
は
あ
る
が
、
小
規
模
工
事
で
あ
れ
ば
少
人
数
の
建
築
工
で
こ
と
足
り

る
が
、
大
工
事
と
も
な
る
と
動
員
さ
れ
る
建
築
工
も
多
数
に
な
り
、
当
然
人
員

構
成
も
複
雑
に
な
る
。
か
か
る
複
雑
化
し
た
大
工
事
に
技
術
上
、
前
説
構
成

上
、
統
括
性
を
附
与
す
る
も
の
と
し
て
官
司
が
伝
統
的
役
舗
を
果
す
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
古
代
に
お
け
る
工
人
組
織
の
強
固
な
統
潜
性
が
崩
壊
し
た
と
こ
ろ
に

木
工
寮
・
修
理
職
の
存
在
根
詰
が
あ
っ
た
。

　
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
、
「
宮
々
の
御
影
御
荘
偏
か
ら
一
日
に
五
・
六
百
人
、

千
人
の
人
夫
が
集
中
さ
れ
A
国
守
が
夫
役
、
材
木
．
檜
皮
・
瓦
の
供
出
を
競
い
、

約
百
人
の
仏
師
と
匠
工
二
・
酒
醤
入
が
動
員
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
法
成
寺
造
営

⑪は
、
機
能
的
に
は
弱
体
化
し
つ
つ
も
、
木
工
寮
・
修
理
職
の
参
加
な
し
で
は
完

　
　
　
　
　
⑭

成
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
院
政
期
の
代
表
的
工
事
た
る
六
勝
寺
の
造
蛍
に
も
認

め
ら
れ
る
。
久
安
五
年
（
一
一
閥
九
）
、
高
野
山
金
嵩
の
造
営
に
従
事
し
た
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

工
の
構
成
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
擁
京
工
引
頭
末
永
一
京
工
長
七
人
i
京
工
列
三
人

　
　
　
　
　
　
　

大
工
為
末
－
「
皇
引
頭
仁
助
ぬ
h
墾
屈
口
粧
漏
嫉

杢
桑
は
東
聖
者
が
欝
山
羅
誉
た
東
諾
建
箋
で
あ
る
鶴
・

為
末
が
作
業
現
場
に
お
け
る
階
梯
の
頂
点
に
い
る
こ
と
は
、
京
工
が
六
十
余
人

の
高
野
山
の
山
上
下
襲
に
対
し
技
術
の
面
で
優
位
な
立
場
に
あ
る
と
推
定
さ
れ

る
。
こ
こ
で
は
宮
司
の
媒
介
を
経
ず
し
て
高
野
山
・
東
寺
建
築
工
の
協
業
が
行

な
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
東
寺
大
塔
升
形
銘
』
が
示
す
よ
う
に
、
弘
安
年
間
、

策
寺
修
復
工
事
に
参
加
し
た
修
理
職
大
工
賀
茂
弘
宗
以
下
五
人
の
建
築
工
は
、
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中世手工業の二・三の醐題（仲村）

職
場
に
お
け
る
階
梯
が
「
長
」
で
あ
る
如
く
、
修
理
職
建
築
工
の
優
位
性
は
官

司
外
の
建
築
工
に
譲
ら
れ
て
い
る
、
先
に
赤
松
俊
秀
氏
が
紹
介
さ
れ
た
中
世
の

　
　
　
　
　
　
　
⑱

建
築
工
関
係
新
史
料
に
お
い
て
、
鎌
倉
期
僅
か
に
四
～
六
人
・
六
～
九
人
の
専

属
工
を
擁
す
る
に
す
ぎ
な
い
木
工
寮
・
修
理
職
が
、
在
京
す
る
約
四
百
人
の
賀

茂
社
工
・
鴨
社
工
・
法
成
寺
工
・
建
仁
寺
工
に
対
し
強
い
発
言
権
と
動
員
力
を

保
持
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
一
般
的
に
い
っ
て

鎌
倉
期
を
通
じ
て
宮
司
義
弟
工
人
の
優
位
性
は
失
な
わ
れ
て
い
な
い
。

　
永
仁
鼠
落
（
…
二
九
六
）
、
円
満
院
大
工
清
原
宗
重
な
る
者
が
、
自
分
の
末

工
た
る
宗
安
・
宗
家
が
公
役
を
勤
仕
せ
ざ
る
理
由
で
住
宅
を
検
封
さ
れ
た
の
に

対
し
、
す
み
や
か
に
こ
れ
を
解
き
、
あ
わ
せ
て
彼
の
末
工
の
公
役
免
除
を
修

　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

理
職
に
訴
申
し
て
い
る
。
こ
れ
は
建
築
工
の
公
役
免
に
関
し
て
も
寮
・
職
の
存

在
根
拠
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
大
工
の
理
工
に
対
す
る
指
導
的
立
場
は
受
領

名
の
獲
得
に
よ
り
具
象
化
さ
れ
る
。
受
領
名
は
末
工
に
対
す
る
重
み
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
も
に
社
会
的
地
位
の
表
示
で
も
あ
る
が
、
そ
の
汰
る
と
こ
ろ
と
し
て
官
司
の

存
在
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
糧
雑
な
が
ら
木
工
寮
・
修
理
職
の
変
質
過
程
を
中
心
に
そ
の
な
か
か

ら
中
世
建
築
工
が
成
立
し
て
く
る
こ
と
を
み
て
き
た
。
　
い
ま
、
　
こ
の
過
渡
期

（
十
一
世
紀
半
）
に
お
け
る
建
築
工
の
典
型
と
し
て
『
蕎
猿
楽
記
』
の
「
八
ノ
御

許
」
の
婿
で
大
夫
の
位
を
も
つ
飛
騨
国
人
配
置
杉
光
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尋
　
⑳

彼
は
八
省
・
豊
楽
両
院
の
図
面
を
伝
承
す
る
家
柄
の
大
工
で
、
造
殿
・
造
官
等

の
式
法
に
精
通
し
た
技
術
の
持
主
で
あ
る
。
一
式
の
寺
院
を
造
営
す
れ
ば
講

堂
・
蟻
壁
以
下
寝
造
に
い
た
る
ま
で
、
人
家
の
造
作
に
当
っ
て
は
対
・
寝
殿
以

下
軍
蔵
等
の
建
造
に
優
れ
た
技
術
を
身
に
つ
け
て
い
る
。
そ
し
て
建
物
の
各
部

分
の
寸
法
は
鏡
に
合
わ
し
た
よ
う
に
一
分
の
誤
差
も
な
く
正
確
で
あ
る
。
彼
は

墨
で
垂
直
を
た
だ
し
、
鋸
の
歯
で
切
角
を
営
む
。
彼
の
指
は
丁
度
墨
笠
の
如
く
、

贈
は
噸
尺
の
如
く
、
肩
は
銀
柄
の
如
く
、
足
は
鉄
槌
の
如
ぐ
で
あ
り
、
身
体
の

部
分
が
す
べ
て
道
具
の
よ
う
な
優
れ
た
才
能
を
も
つ
大
工
で
あ
る
。
ま
っ
た
く

彼
は
手
斧
の
顧
の
よ
う
な
大
工
の
棟
梁
と
い
う
べ
く
、
模
槌
の
頭
の
よ
う
な
大

工
道
の
首
長
と
も
い
う
べ
き
で
あ
る
、
と
。

　
木
工
寮
・
修
理
職
の
本
来
的
な
造
作
物
た
る
宮
殿
・
堂
舎
か
ら
貴
族
の
私
宅

に
及
ぶ
蠣
…
広
い
建
築
技
術
を
も
ち
、
棟
梁
・
首
長
と
呼
称
さ
れ
る
櫓
前
杉
光
の

如
き
大
工
の
姿
こ
そ
ま
さ
し
く
律
令
扇
家
の
変
質
過
程
が
生
み
落
し
た
典
型
的

建
築
工
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

’＠　＠＠＠＠＠＠＠

類
聚
三
代
格
巻
四
　
大
同
三
年
十
二
月
十
五
揖
太
政
嘗
符

類
聚
三
代
格
巻
四
　
大
岡
四
年
八
月
廿
八
田
町
政
官
符

令
義
解
　
賦
役
令
斐
陀
國
条

類
聚
三
代
格
巻
四
　
承
和
元
年
正
月
廿
九
日
太
政
官
符

三
代
実
録
　
元
慶
元
年
四
月
九
日
条

竹
内
理
三
氏
　

『
専
領
荘
園
の
研
究
』
一
四
～
瓢
七
頁

本
朝
世
紀
　
天
慶
元
年
十
月
十
七
日
条

扶
桑
賂
詫
　
天
徳
四
年
九
月
廿
八
臼
条
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承
徳
三
年
九
月
廿
二
臼
の
大
宰
府
庁
定
文
（
平
安
遺
文
閥
ノ
一
四
〇
八

　
号
）
に
よ
れ
ば
、
観
世
音
寺
五
重
塔
の
造
営
は
一
層
が
筑
前
顛
・
．
穴
隅
騨
、

　
二
履
が
麗
後
国
・
豊
後
悶
、
三
層
が
筑
後
園
・
日
陶
国
・
豊
前
圏
、
四
層

　
が
肥
前
閣
・
薩
摩
国
、
五
腰
が
寺
家
と
い
う
よ
う
に
退
勢
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
工
事
は
内
裏
造
作
の
た
め
遅
延
し
て
い
る
。

⑨
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
の
飛
騨
工
の
逃
亡
は
、
胴
金
制
建
築

　
生
産
の
基
礎
を
動
揺
せ
し
め
た
。
こ
れ
に
対
し
律
命
蟹
家
は
逃
亡
人
の
容

　
隠
の
禁
比
、
工
人
家
族
の
保
護
等
の
硬
軟
に
わ
た
る
対
策
を
打
出
し
て
い

　
る
。
目
本
後
紀
　
延
暦
十
五
年
十
一
月
廿
二
日
条
・
弘
仁
二
年
五
月
十
四

　
β
条
、
類
聚
三
代
格
巻
二
十
　
承
和
元
年
四
月
廿
日
罠
太
政
官
符

⑩
浅
香
年
木
氏
「
手
工
巣
に
お
け
る
古
代
末
期
の
一
考
察
」
『
臼
本
歴
史
』

　
一
二
五
・
六
暑

⑪
　
醍
醐
襟
要
書
上
、
醍
醐
寺
要
録
巻
十
七
「
番
匠
篇
」
無
双
、
赤
松
俊
秀

　
氏
門
座
に
つ
い
て
」
　
『
史
林
』
三
七
ノ
　
号

②
　
東
大
寺
要
録
巻
第
七
「
東
塔
流
星
内
珊
記
」

（
⑬
）
　
・
氷
久
一
二
年
八
月
寒
　
R
門
　
僧
…
成
誉
泰
・
重
目
　
平
ゆ
女
“
旭
山
叉
九
ノ
悶
ニ
ハ
六
七
口
η

（
⑭
　
栄
華
物
甑
暇
「
う
た
が
ひ
」
の
巻

⑯
　
太
附
博
太
郎
氏
「
工
匠
よ
り
見
た
る
藤
原
建
築
界
」
『
建
築
史
』
三
ノ

　
一
号

⑯
　
　
久
｛
久
五
年
－
丁
一
月
廿
六
臼
　
　
幻
旨
旨
国
金
醐
…
峰
忌
守
A
皿
堂
ト
｛
棟
禄
物
触
守
注
脅
入

　
欝
†
安
遺
・
文
山
ハ
ノ
ニ
六
七
病
ハ
門
η

⑰
久
安
五
年
六
月
廿
八
日
東
寺
長
新
御
教
舞
案
平
安
遺
文
六
ノ
ニ
穴

　
七
〇
号

⑱
赤
松
俊
秀
氏
前
揚
論
文
　
⑲
阿
愚
論
交

⑳
　
金
森
遊
氏
は
仏
師
の
僧
綱
補
任
を
空
名
と
し
て
そ
の
意
義
を
軽
視
さ
れ

　
て
い
る
（
「
鎌
倉
時
代
の
仏
師
経
由
に
就
い
て
」
『
田
本
彫
灘
史
の
研
究
』

　
所
収
）
が
、
仏
師
・
建
築
工
そ
の
他
の
手
工
業
巻
が
こ
の
門
空
名
」
を
競

　
愛
し
た
意
図
を
君
民
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

⑳
絵
師
百
済
川
成
と
雫
つ
た
有
名
な
飛
騨
の
工
も
武
楽
院
（
豊
楽
院
）
の

　
造
贈
に
関
係
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
（
今
昔
物
語
巻
費
四
ノ
五
）
よ
う
に
、

　
こ
こ
で
も
律
令
照
家
の
建
築
生
産
機
構
の
中
で
飛
騨
工
が
い
か
に
露
要
な

　
位
羅
に
あ
る
か
を
示
し
て
い
る
。

二
　
作
料
・
講
負
制
の
成
立

　
律
令
制
生
産
機
構
に
お
け
る
建
築
工
の
生
活
塾
盤
は
、
業
務
期
骨
無
に
受
け

る
給
与
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
本
貫
に
お
け
る
農
業
生
産
に
あ
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
こ
に
建
築
生
産
の
古
代
的
性
格
が
あ
る
わ
け
だ

が
、
か
か
る
古
代
的
性
格
か
ら
の
脱
皮
、
つ
ま
り
中
母
的
建
築
生
産
へ
の
移
行

は
、
禄
・
食
料
・
衣
服
・
間
酒
（
祝
・
出
水
・
漉
肴
料
）
の
給
与
形
態
の
他
に
、

新
た
に
作
料
・
手
間
部
分
の
成
立
す
る
事
態
の
な
か
に
そ
の
特
徴
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
た
ん
に
建
築
工
の
取
得
分
が
根
対
的
に
増
大
し
た
と
い

う
こ
と
で
も
な
く
、
ま
た
給
与
す
る
聖
体
が
緯
舎
圏
家
か
ら
荘
園
領
主
、
造
國

司
へ
移
行
し
た
と
い
う
表
面
的
な
問
題
で
も
な
い
。
勿
論
、
以
上
の
二
点
も
重

要
で
あ
る
に
違
い
な
い
が
、
作
料
（
こ
こ
で
い
う
作
料
は
勿
論
造
鴬
費
の
意
で

な
く
労
賃
を
さ
す
V
・
手
闘
部
分
の
成
立
は
建
築
工
の
経
営
が
施
工
主
に
よ
つ
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中世手工業の二・三三の悶題（仲村）

て
承
認
さ
れ
た
ひ
と
つ
の
徴
証
で
あ
り
、
律
令
国
家
の
た
ん
な
る
下
賜
的
物

品
・
銭
貨
と
は
質
的
に
異
な
る
給
与
形
態
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ

r
ち
、
作
料
、
手
闘
部
分
の
拡
大
は
建
築
工
の
農
業
生
産
か
ら
の
離
脱
と
再
生
産

の
可
能
性
を
附
与
し
た
の
で
あ
る
。

　
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
十
一
月
、
東
専
が
、
焼
亡
を
免
れ
た
雑
物
を
保
管

す
る
建
物
を
造
作
し
た
さ
い
に
、
「
功
食
料
」
と
し
て
木
工
大
工
は
日
別
一
斗
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

合
、
連
工
は
九
升
、
壁
工
は
七
升
を
給
与
さ
れ
て
い
る
り
こ
の
功
食
料
は
量
か
ら

い
っ
て
食
料
に
作
料
部
分
を
包
含
し
て
い
る
こ
と
は
絹
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、

長
承
三
年
（
一
一
三
四
）
、
鳥
羽
殿
勝
光
明
院
の
造
営
に
当
っ
て
、
木
工
寮
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

工
季
頁
が
造
函
司
よ
り
作
料
の
先
払
を
受
け
て
い
る
事
実
に
も
み
ら
れ
る
如
く
、

建
築
生
塵
に
お
け
る
作
料
の
成
立
は
、
十
一
・
二
世
紀
を
境
と
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。

　
禄
等
の
律
令
制
的
下
賜
酌
給
与
形
態
は
、
既
に
遠
藤
元
男
氏
が
指
摘
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
・
・
　
・
　
・
　
…
　
　
　
．
　
…
　
、
　
、
　
・
⑤

い
る
よ
う
に
、
建
築
工
の
「
身
分
的
従
属
の
強
さ
扁
と
「
独
立
性
の
弱
さ
」
の

具
体
的
な
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
が
、
こ
の
給
与
形
態
は
作
料
部
分
の
相
対
的
増
加

に
も
拘
ら
ず
、
中
世
を
通
じ
て
消
失
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
中
世
の
手
工
業

生
産
が
注
文
生
麓
か
ら
市
場
冒
当
の
生
産
に
移
行
す
る
動
向
に
比
し
て
、
建
築

生
山
は
本
来
的
に
涯
文
生
龍
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
施
工
主
が
公
家
・
寺
社
の

伝
統
的
蓑
園
領
主
で
あ
る
こ
と
と
網
ま
っ
て
、
施
工
主
と
建
築
工
と
の
闘
に
多

分
に
慣
習
的
儀
礼
と
し
て
か
か
る
給
与
形
態
を
遺
存
ぜ
し
め
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
作
料
・
手
間
部
分
が
作
業
悪
場
に
お
け
る
階
梯
に
し
た
が
っ
て
差
別
が
あ
る

の
は
当
然
で
あ
る
が
、
大
工
が
配
下
の
建
築
工
の
作
斜
の
一
部
分
を
掬
己
の
得

分
と
し
て
い
る
の
は
注
段
さ
れ
る
。
嘉
禄
三
年
（
＝
一
二
七
）
十
二
月
、
八
幡

宇
佐
宮
の
惣
大
工
大
神
圏
頁
は
三
十
三
年
一
度
の
造
替
に
当
り
、
　
門
番
匠
作
料

百
疋
別
十
疋
」
を
「
濯
物
」
と
し
て
沙
汰
し
た
き
旨
を
大
宰
府
に
申
請
し
て
承

　
　
　
　
　
④

認
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
国
貞
は
「
歓
物
」
の
沙
汰
を
先
例
と
称
し
て
い
る
。

圏
頁
の
子
為
貞
が
正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）
九
月
、
　
「
為
惣
大
工
之
成
敗
、
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
う
　
　
ぬ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
ヤ

支
配
予
諸
番
匠
之
間
、
　
作
料
菖
声
息
拾
疋
令
面
取
之
条
、
　
至
予
為
貞
十
一
代

、
⑤

也
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
信
ず
れ
ば
、
大
神
民
系
図
で
為
戴
か
ら
十
一
代
遡

れ
ば
大
神
家
倉
の
時
代
に
該
当
し
、
ほ
ぼ
十
・
十
一
世
紀
の
交
と
推
定
さ
れ
る
。

こ
れ
を
作
料
の
成
立
期
と
考
合
せ
る
と
、
大
工
に
よ
る
「
儲
物
扁
の
取
得
も
あ

る
程
度
こ
れ
を
信
じ
て
よ
い
と
思
う
。
大
神
氏
は
古
く
か
ら
宇
佐
八
幡
宮
の
粒

司
職
・
御
装
束
所
検
校
職
・
惣
大
工
職
を
兼
帯
す
る
系
譜
を
誇
る
家
柄
で
あ
る

か
ら
、
大
神
氏
を
建
築
工
そ
の
も
の
と
し
て
か
か
る
の
は
い
さ
さ
か
危
険
を
と

も
な
う
感
が
な
い
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
建
築
工
的
側
面
は
や
は
り
看
過

し
え
な
い
と
思
う
。
江
戸
時
代
と
推
定
さ
れ
る
史
料
に
「
御
造
営
之
聞
、
大
≧

工
日
別
料
之
事
、
番
匠
面
作
瓦
之
内
十
分
之
一
を
分
ち
還
り
候
、
是
上
代
之
例

皿
蒲
御
座
候
、
中
古
よ
り
自
分
之
名
爵
又
筆
意
ミ
所
ミ
散
在
之
免
田
之
物
威
、

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

大
≧
高
直
得
分
二
途
候
」
と
あ
る
。
十
四
批
紀
葡
半
で
史
料
か
ら
門
横
物
」
の

記
載
は
一
応
消
失
す
る
。
た
だ
し
、
　
「
添
物
偏
に
代
っ
て
勘
己
の
名
田
・
散
在
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田
の
物
威
が
不
輸
免
に
な
っ
た
と
の
こ
の
記
事
は
事
実
に
即
さ
な
い
の
で
あ
っ

て
、
既
に
交
浩
二
年
（
一
一
八
六
）
、
大
神
氏
の
庶
流
で
あ
る
大
工
秦
安
利
は
、

「
御
造
大
工
」
と
の
埋
由
で
自
己
の
名
田
六
段
、
在
家
二
宇
、
苧
六
両
、
門
布

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

等
の
万
雑
感
慕
の
不
輸
免
を
得
て
い
る
。
か
か
る
事
実
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
大

神
民
の
場
合
、
　
「
野
物
」
の
取
得
と
平
行
し
て
名
田
・
在
家
の
不
輸
免
を
少
な

く
と
も
十
二
世
紀
頃
に
は
確
実
に
獲
得
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
建
築
生
産
の
盛
ん
な
都
甫
の
建
築
工
と
異
な
っ
て
、
地
方
荘
園
に
お
い
て
建

築
工
の
生
活
基
礎
に
番
匠
給
田
が
も
つ
比
重
は
大
き
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

番
匠
給
田
は
検
磁
帳
に
散
見
し
う
る
の
で
あ
る
が
、
早
い
例
で
は
、
十
二
世
紀

初
頭
、
筑
前
國
観
世
音
寿
封
荘
内
に
あ
る
修
理
所
大
工
給
田
一
町
八
反
の
う
ち
、

一
町
が
大
工
給
田
、
八
反
が
長
給
田
と
階
梯
に
よ
り
給
照
の
翻
積
に
格
差
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

り
、
と
も
に
除
免
と
さ
れ
て
い
る
。
か
よ
う
に
、
中
世
に
お
い
て
も
地
方
の
建

築
工
が
農
業
生
産
か
ら
充
分
に
解
放
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
分
業
の
未
進
化
は

旧
い
隠
す
べ
く
も
な
い
。

　
以
上
、
簡
単
な
が
ら
作
料
成
立
の
意
義
を
み
た
の
で
あ
る
が
、
手
工
業
着
が

宿
己
の
計
算
に
お
い
て
　
「
働
く
独
立
の
経
営
潜
に
な
る
こ
と
、
仕
事
場
、
原

料
、
生
産
胴
具
を
所
有
す
る
こ
と
」
、
す
な
わ
ち
、
門
労
働
と
所
有
が
一
致
す
る

　
⑨

こ
と
」
が
中
世
手
工
業
生
産
の
特
質
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
建
築
韓
藍
は
工
房
を

必
要
と
し
な
い
点
で
他
の
手
工
業
生
産
と
作
業
内
容
を
若
干
異
に
す
る
け
れ
ど

も
、
「
労
働
と
華
語
の
一
致
鳳
と
い
う
課
題
は
建
築
生
麗
に
お
い
て
も
当
然
提
起

さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
仕
事
場
1
1
工
房
に
つ
い
て
は
建
築
現
場
が
一
切
の
作
業
場
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
問
題
は
捨
象
し
て
差
支
え
な
い
。
た
だ
ち
に
用
具
・
原
料
の
問
題
に
触
れ
よ

う
。
周
知
の
如
く
、
賦
役
令
丁
匠
赴
役
条
に
「
馬
丁
匠
赴
役
者
…
…
作
ラ
ム
具

ハ
嶽
備
ヘ
ヨ
。
調
製
為
工
陵
。
非
役
夫
也
」
と
あ
っ
て
律
令
国
家
は
指
導
的
建

築
工
（
工
厩
）
に
は
用
呉
の
欝
傭
を
要
求
し
て
い
る
。
建
築
生
産
に
あ
っ
て
は
、

建
築
工
が
用
具
に
慣
れ
て
い
る
か
否
か
が
能
率
に
微
妙
に
反
映
す
る
の
で
あ
っ

て
、
支
配
の
制
約
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
か
か
る
措
羅
を
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

絹
具
自
軍
が
工
匠
に
限
ら
れ
、
一
溜
の
役
夫
に
書
志
さ
れ
て
い
な
い
（
律
令
麟

家
が
支
給
す
る
）
の
は
、
こ
れ
を
裏
書
し
て
い
る
。
ま
た
役
夫
に
は
高
度
な
用

具
を
使
用
す
る
必
要
が
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
律
令
制
建
築
生
塑
機

構
の
下
に
お
い
て
指
導
的
建
築
工
は
自
己
の
用
具
で
建
築
生
産
に
参
題
し
て
い

た
の
で
あ
っ
た
。
天
平
宝
字
六
年
（
七
六
二
）
の
造
東
大
寺
所
に
お
け
る
鉄
工

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

は
、
雑
刃
器
の
修
理
、
釘
の
製
造
に
従
事
し
て
お
り
、
建
築
用
呉
の
生
意
は
補

充
的
生
産
に
限
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
用
材
に
つ
い
て
は
、
大
造
雷
の
場
合
、
建
築
環
場
と
材
木
伐
採
所
た
る
雪
山

は
施
工
主
（
驚
家
・
下
風
司
・
荘
園
領
主
）
に
よ
っ
て
直
結
せ
し
め
ら
れ
、
設

計
に
応
じ
た
用
材
が
建
築
現
場
に
搬
送
さ
れ
て
い
た
。
津
山
と
建
築
現
場
の
漉

結
は
建
築
物
の
位
置
と
工
事
の
規
模
に
も
よ
る
が
、
次
第
に
分
離
す
る
傾
向
を

示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
紙
園
社
の
『
社
家
条
々
記
録
』
に
よ
れ
ば
、
元
享
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中貼手工業の慧・三の問題（仲村）

一二

N
（
ご
一
ご
一
三
ソ
、
後
証
の
た
め
に
法
眠
晴
顕
が
執
笠
し
た
記
事
の
な
か
に
、

天
慶
三
年
（
八
七
九
）
、
堀
河
十
二
町
を
神
領
と
な
し
、
耕
…
木
商
人
左
右
三
囲

六
十
人
を
根
本
神
人
に
補
任
し
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
信
じ
る

な
ら
ば
、
既
に
九
敗
紀
末
期
、
探
韻
と
施
工
主
・
建
築
工
の
間
に
材
木
商
人
が

介
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
か
よ
う
に
、
建
築
生
産
の
発
展
は
都
市
に
お
い

て
材
木
商
人
の
発
生
を
促
進
せ
し
め
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
用
材
は
施
工

主
が
設
計
に
応
じ
て
材
木
商
人
に
発
注
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
用
材
購
入
に
は

建
築
工
の
利
益
の
差
挾
ま
る
余
地
は
な
か
っ
た
。
鎌
倉
時
代
に
至
り
、
建
築
工

は
諸
負
と
い
う
形
で
用
材
・
金
属
製
部
分
舳
・
釘
等
の
原
料
部
分
に
も
利
益
を

得
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
請
負
制
の
成
立
は
材
木
座
、
そ
の
他
の
手
工

業
座
の
存
在
を
そ
の
前
提
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
’

　
請
質
制
が
中
世
に
威
立
す
る
こ
と
は
、
建
築
工
に
よ
る
材
木
・
金
具
等
の
費

絹
児
積
注
交
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
が
ら
、
従
来
た
だ
漢
然
と
冤
当
が
つ
け
与
れ

　
　
⑳

て
い
た
。
し
か
し
、
建
築
工
に
よ
る
見
績
注
文
が
そ
の
ま
ま
請
負
の
成
立
を
示

す
と
は
限
ら
な
い
。

　
わ
た
く
し
は
先
に
東
縮
寺
大
工
職
関
係
の
史
料
を
紹
介
し
た
さ
い
、
鎌
倉
時

代
の
大
工
職
相
論
文
書
の
中
に
、
講
負
制
の
存
在
す
る
事
実
を
指
摘
し
て
お
い

⑫た
。
詳
細
に
わ
た
る
こ
と
を
省
略
し
て
要
点
の
み
を
取
上
げ
る
と
凡
そ
次
の
如

く
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
東
福
寺
の
塔
の
九
翰
（
宝
輪
）
が
破
損
し
た
時
、
末

康
な
る
看
が
夢
心
貫
、
東
寺
大
工
国
時
は
二
百
貫
で
講
負
う
と
各
々
申
繊
た
た

め
、
国
魂
に
落
貌
し
た
。
こ
れ
に
遺
燦
を
抱
い
た
末
康
は
田
舎
番
匠
と
語
ら
っ

て
圏
時
の
二
百
貫
を
下
ま
わ
る
百
五
十
貫
の
線
を
出
し
た
た
め
、
今
度
は
逆
に

末
掌
側
に
仰
付
け
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
翔
さ
る
べ
き
は
、
末

康
の
提
示
額
千
余
貫
と
国
時
の
二
百
貫
と
の
聞
に
は
実
に
八
百
余
煙
の
閥
…
き
が

あ
る
と
い
う
暮
実
で
あ
る
。
結
果
に
お
い
て
百
五
十
貫
に
落
呈
し
た
が
、
建
築

史
上
、
請
負
制
の
成
立
が
建
築
工
に
と
っ
て
如
何
に
意
義
あ
る
か
は
数
宇
が
如

実
に
語
っ
て
い
る
と
思
う
。
以
上
の
如
く
、
鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
講
掛
制
は
、

時
代
が
下
降
す
る
に
し
た
が
っ
て
一
般
化
し
て
ゆ
ぐ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
、
請
負
糊
の
成
立
を
み
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
中
世
の
建
築
工

；
－
正
確
に
は
棟
梁
的
建
築
工
と
い
5
べ
き
で
あ
ろ
う
一
…
に
と
っ
て
社
会
的

経
済
的
に
大
き
な
意
義
を
も
つ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
と
と
も
に
中
世
講
負

制
の
も
つ
限
界
を
指
摘
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
先
に
あ
げ
た
東
福
寺
の
塔
九
輪
の
修
理
一
件
は
、
最
終
的
に
は
末
康
に
仰
付

け
ら
れ
た
が
、
訴
訟
の
結
采
、
国
軍
も
工
事
に
参
加
し
え
た
如
く
、
公
方
の
裁

定
に
は
請
負
と
い
え
ど
も
他
の
建
築
工
の
参
加
を
姫
否
す
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
っ
た
。
永
享
七
年
（
唄
四
三
七
）
、
洞
院
御
所
の
新
造
に
三
人
の
大
工
が
請

負
額
を
提
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
内
裏
大
工
は
七
蒼
黒
、
三
条
の
大
工
源

内
は
八
百
二
十
貫
、
公
方
大
工
は
二
千
余
貫
で
あ
る
。
結
果
は
落
札
す
る
筈
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

内
裏
大
工
は
除
外
さ
れ
、
大
工
源
内
に
仰
付
け
ら
れ
た
。
源
内
は
後
学
光
院
（
伏

見
殿
）
お
抱
え
の
大
工
で
あ
り
、
こ
の
請
負
は
建
築
工
の
従
属
す
る
領
主
の
陰
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の
工
作
が
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
源
内
の
請
負
が
定
ま
っ
た
後
、
源
宰
相
が
番

匠
・
檜
皮
大
工
以
外
の
壁
塗
工
事
は
御
所
大
工
陛
内
裏
大
工
に
さ
せ
よ
と
密
些

し
た
り
、
ま
た
、
奉
行
が
壁
塗
・
御
簾
編
・
畳
差
等
は
公
方
大
工
を
当
て
よ
と

　
　
　
　
　
　
　
⑭

申
出
た
り
し
て
い
る
。
最
終
的
に
は
壁
塗
等
の
工
事
も
源
内
以
下
の
建
築
工
に

抑
付
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
か
よ
う
に
、
中
世
に
お
け
る
請
負
制
は

建
築
工
を
支
配
し
て
い
る
領
主
に
依
存
し
た
と
こ
ろ
の
請
負
制
で
あ
る
こ
と
に

留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
か
く
の
悉
く
、
請
負
制
の
成
立
は
そ
の
ま
ま
建
築
工
の
独
立
を
示
す
も
の
で

は
な
い
。
し
か
し
、
給
与
形
態
に
作
料
を
成
立
せ
し
め
講
負
へ
の
ロ
ー
ス
を
辿

る
こ
と
は
、
建
築
工
を
社
会
的
経
済
的
に
独
立
化
の
方
向
へ
大
き
く
指
向
け
た

と
評
価
し
て
も
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

①
　
長
保
二
年
十
二
月
骨
九
日
　
造
東
壽
年
終
帳
　
平
安
遣
文
ニ
ノ
四
〇
〇

　
号

　
　
な
お
皿
く
平
宝
字
六
年
（
七
六
二
）
　
の
甑
血
石
山
院
所
に
お
け
る
長
上
工
・

　
司
工
∴
履
工
等
の
食
料
は
一
升
二
合
な
い
し
二
升
で
あ
り
、
雁
工
の
功
銭

　
と
し
て
十
文
な
い
し
訳
文
を
支
給
さ
れ
て
い
た
。

②
　
　
長
秋
記
　
　
長
哩
承
｛
二
偏
ヰ
六
月
　
二
口
条

③
遠
藤
元
男
氏
『
職
人
の
歴
史
』
四
二
頁

④
　
嘉
禄
三
年
十
一
月
二
丁
　
造
八
幡
宇
佐
宮
惣
大
工
兼
三
宮
大
神
二
二
申

　
状
案
　
宇
佐
小
肖
離
文
轡
一
二
号
館
．
大
分
県
史
料
』
七
巻
所
服

⑤
正
嘉
元
年
九
月
日
造
八
幡
宇
佐
宮
惣
大
工
弁
官
大
神
為
貞
申
状

　
宇
佐
小
出
田
文
篶
一
五
号

⑤
　
年
未
詳
　
小
山
田
家
≧
職
復
旧
願
口
上
覚
　
宇
佐
小
瀬
田
文
書
五
四
三

　
号

⑦
二
三
二
年
九
月
十
八
目
御
装
束
所
検
校
大
神
實
安
譲
状
井
大
工
置
引

　
利
串
状
　
　
堂
丁
佐
爪
丁
由
田
汁
人
激
田
論
ハ
膿
万

⑧
保
延
ヨ
年
ヨ
月
日
筑
前
騒
観
世
音
二
三
昔
作
出
地
子
段
米
注
進
状

　
平
安
遺
文
五
ノ
二
一
工
｛
ハ
み
ハ
僻
万

⑨
石
三
田
正
氏
「
古
代
・
中
世
社
会
と
物
質
文
化
一
織
物
の
生
産
を
中

　
心
と
し
て
一
1
」
　
『
臼
本
考
古
学
講
座
』
七
巻
所
…
収

⑩
　
　
天
平
宝
鹿
十
六
年
瞬
月
一
環
　
　
一
廻
凍
大
寺
司
出
口
朔
解
川
　
正
倉
院
文
勲
開
脚
。
部

　
落
史
に
関
す
る
綜
合
的
研
究
』
史
料
第
一
所
収

③
　
　
『
図
説
世
界
文
化
史
大
系
』
H
三
蔵
　
二
六
一
頁

⑫
　
拙
稿
「
東
福
寺
大
工
関
係
の
新
史
料
」
　
『
史
林
」
四
三
ノ
ニ
号

⑫
　
看
聞
御
記
　
永
享
七
年
八
月
十
二
環
条

⑭
悪
夢
御
記
永
享
七
年
十
月
二
六
職
条

三
建
築
工
の
組
織

　
中
世
の
建
築
工
が
、
律
令
制
下
に
お
け
る
建
築
工
の
存
在
形
態
と
基
本
的
に

異
な
る
点
は
、
そ
れ
が
支
配
の
単
位
で
あ
れ
晦
ら
の
組
織
を
形
成
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
建
築
工
の
組
織
が
大
工
座
・
番
匠
座
で
あ
る
。
座
そ
の
も
の

に
つ
い
て
は
従
来
論
争
が
繰
返
さ
れ
、
建
築
士
の
座
に
つ
い
て
も
遠
藤
元
男
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
漕
水
三
男
・
豊
田
武
氏
と
の
論
争
が
あ
る
が
、
し
か
し
ハ
問
題
は
後
に
残
さ

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
こ
の
論
争
の
再
検
討
か
ら
建
築
工
の
組
織
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と中世手工業の二・三の闇題（仲村）

に
つ
い
て
埋
解
を
深
め
た
い
と
思
う
。

　
遠
藤
氏
が
建
築
工
の
座
に
関
し
て
「
座
は
只
一
人
の
企
業
者
に
よ
っ
て
統
制

さ
れ
、
そ
の
下
に
手
伝
徒
弟
と
同
じ
種
類
の
手
工
業
者
を
も
つ
」
と
主
張
さ
れ

た
の
に
対
し
、
　
「
座
が
決
し
て
一
人
の
親
方
の
封
建
的
支
配
下
に
あ
っ
た
も
の

で
な
い
」
　
（
溝
水
氏
）
の
で
あ
っ
て
、
　
門
座
の
階
梯
組
織
は
臨
時
的
な
も
の
で

あ
り
」
（
豊
田
氏
）
、
座
衆
の
平
等
関
係
こ
そ
が
中
世
の
座
の
基
本
的
性
格
と
さ

れ
た
。
清
水
氏
の
反
論
は
、
延
文
六
年
（
一
三
六
一
）
、
東
大
寺
領
大
和
国
河

上
庄
字
飯
森
之
辺
石
原
の
水
田
一
反
の
新
券
交
立
券
を
年
預
五
師
が
要
請
し
た

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
も

文
書
の
中
に
、
本
座
番
匠
惣
座
が
そ
の
水
田
を
多
年
知
行
し
て
い
た
事
実
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

た
本
券
文
が
平
丼
坊
惣
番
匠
に
質
入
さ
れ
て
い
る
事
窒
ハ
に
基
づ
い
て
い
る
。

　
こ
の
論
争
を
み
る
限
り
、
清
水
・
豊
田
両
氏
の
所
論
が
妥
当
性
を
も
つ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
が
、
商
業
の
座
と
異
な
っ
て
建
築
工
な
ど
手
工
業
者
の
階
梯
制

と
座
の
関
係
は
、
果
し
て
こ
れ
で
究
明
さ
れ
尽
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
と

に
清
水
氏
の
反
論
に
は
こ
の
点
が
欠
如
し
て
い
る
。
そ
こ
で
問
題
を
前
進
さ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
た
め
に
次
の
二
史
料
を
紹
介
し
検
討
し
よ
う
。

　
偶

　
（
端
藻
書
）

　
「
コ
プ
リ
ア
ケ
ノ
タ
ノ
フ
ミ
」

　
　
　
　
　
　
○
絶
筆
「
カ
ミ
八
段
ク
シ
ヨ
ニ
通
」

　
沽
却
　
水
田
新
券
文
事

　
　
　
合
弐
殺
者
　
　
大
工
藤
井
国
久
　
癖
也

　
条
塁
坪
付
等
、
四
至
際
翼
笹
、
在
本
券
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

野
風
田
地
、
選
者
字
閑
黒
女
面
相
伝
私
領
也
、
而
今
依
有
要
用
、
限
拾
参
石

本
斗
定
、
興
福
寺
之
寺
タ
ク
ミ
一
座
ニ
カ
イ
ト
・
窪
溜
、
為
後
代
証
文
、
放

新
券
文
之
状
、
通
塗
、

　
文
永
八
年
未
歳
十
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
売
主
閑
王
女
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
姉
女
春
里
女
（
花
押
）

（
端
裏
書
）

「
コ
プ
リ
ア
ケ
ノ
フ
ミ
」

沽
却
　
水
田
新
立
券
文
事

　
　
合
弐
段
渚

　
条
里
坪
付
四
苦
際
財
、
如
本
券
面

右
件
水
田
、
一
7
5
薪
興
福
寺
大
工
藤
井
国
□
買
伝
私
領
也
、
一
覧
勢
官
製
中
口
　

　
　
　
　
　
　
　
　
（
貫
税
力
仲
村
）

□
巳
用
、
限
直
銭
拾
寄
文
、
令
R
薫
製
覆
国
璽
墨
、
伽
為
後
代
証
験
、
録
口

□
日
放
新
券
文
之
状
、
知
件
、

　
弘
安
元
年
十
一
月
十
五
購

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
工
藤
井
国
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
大
工
圏
［
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
沙
汰
人
　
　
平
目
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鯨
は
閑
王
女
が
興
福
寺
番
匠
一
座
に
水
田
二
段
を
売
っ
た
沽
却
状
で
お
り
㌻

働
は
㈲
か
ら
七
年
後
の
も
の
で
あ
る
。
僻
、
働
に
は
条
里
坪
付
は
記
載
さ
れ
て

い
な
い
が
、
面
績
や
端
裏
書
か
ら
同
一
簸
所
の
沽
却
状
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

㈲
の
宛
先
は
勿
論
「
興
福
寺
繭
篭
タ
ク
ミ
一
座
し
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
売
券
の

上
で
は
面
綴
の
、
下
に
記
載
さ
れ
た
「
大
工
藤
井
編
久
」
で
あ
る
（
大
工
藤
弁
臨

画
の
下
に
記
さ
れ
た
「
時
也
扁
の
意
味
は
わ
か
ら
な
い
。
あ
る
い
は
鰯
久
の
久

　
　
　
　
　
む

が
誤
り
で
国
時
か
と
も
と
れ
る
が
、
働
か
ら
そ
う
と
も
考
え
ら
れ
な
い
）
。
　
圖

の
売
人
は
署
名
の
下
の
部
分
が
欠
け
て
い
る
が
、
㈱
の
宛
名
と
同
　
人
の
藤
井

国
久
で
あ
る
と
思
う
。
　
讐
中
臣
祐
賢
記
」
建
治
四
年
（
弘
安
元
年
）
十
月
十
四

暴
蜀
馨
契
門
の
上
嚢
に
・
℃
て
・
「
大
歯
肉
灘
響
晦
糎
三

重
給
之
、
此
内
ヲ
権
大
工
蕉
門
一
重
給
之
」
と
あ
る
か
ら
、
上
篇
式
よ
り
一
ケ

月
後
の
十
一
月
十
五
黛
附
働
の
署
名
人
た
る
大
工
、
権
大
工
億
圃
久
、
熊
笹
に

間
違
い
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
働
は
興
福
寺
大
工
（
惣
大
工
）
國
久
が
国
語
に

浩
…
却
し
た
も
の
と
し
て
誤
り
な
い
。
三
時
は
八
年
後
の
弘
安
九
年
に
春
曝
若
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

惣
大
工
、
興
福
寺
権
大
工
を
兼
任
し
、
智
慧
年
に
は
興
福
寺
惣
大
工
圓
任
の
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

後
、
権
大
工
か
ら
惣
大
工
へ
麗
次
を
昇
進
し
て
い
る
か
ら
、
㈹
は
座
構
成
獄
相

互
間
に
お
け
る
発
買
と
考
え
ら
れ
る
。

　
か
く
み
れ
ば
、
興
福
寺
番
翫
座
が
購
入
し
た
水
田
（
座
王
）
は
、
惣
大
工

（
座
頭
）
た
る
藤
井
国
久
が
「
買
伝
私
領
也
」
と
需
っ
て
い
る
よ
う
に
、
十
三
世

紀
半
ば
の
段
階
に
お
い
て
は
惣
大
工
が
請
田
の
管
理
、
処
分
に
強
い
権
利
を
有

し
て
い
た
と
せ
ね
ば
な
番
ま
い
。
し
か
し
、
十
五
世
紀
に
至
れ
ば
番
匠
の
下
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

物
が
「
大
工
一
斗
、
権
大
工
九
升
、
座
衆
八
升
」
と
詑
さ
れ
て
い
る
如
く
、

「
座
衆
扁
が
階
梯
制
の
下
職
の
建
築
工
集
団
を
指
示
す
る
概
念
に
変
質
し
て
い

る
。
か
よ
う
な
「
座
通
覧
が
二
輪
を
共
有
す
る
場
合
、
蒲
田
に
対
す
る
権
利
は

平
等
で
あ
り
、
座
田
は
当
量
の
生
活
に
根
互
扶
助
的
役
測
を
果
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。
清
水
氏
の
論
拠
と
な
っ
て
い
る
河
上
庄
座
田
は
「
番
匠
鼻
面
」
と
あ
る

が
、
惣
火
工
が
強
い
権
利
を
も
つ
座
顧
で
あ
る
か
、
下
層
建
築
工
集
団
の
座
興
で

あ
る
か
、
文
闘
顧
か
ら
は
速
断
し
か
ね
る
。
た
だ
建
築
工
の
座
構
成
は
商
業
の

座
と
異
な
っ
て
階
梯
秩
序
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

　
現
在
座
の
初
見
は
十
一
世
紀
後
半
期
ま
で
遡
及
さ
れ
て
い
る
が
、
建
築
業
関

係
の
座
に
つ
い
て
は
元
永
元
年
（
一
一
一
八
）
、
　
座
頭
の
存
在
を
示
す
東
大
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

鍛
冶
座
が
そ
の
初
見
で
あ
ろ
う
。
承
元
二
年
（
一
二
〇
八
）
、
興
古
寺
北
円
彙
再

建
に
寺
工
と
共
に
参
加
し
た
官
行
事
座
は
、
そ
れ
が
上
棟
式
の
さ
い
の
単
な
る

「
番
院
饗
膳
之
座
」
で
な
け
れ
ば
、
十
二
世
紀
末
の
造
型
福
寺
司
工
人
組
織
が

部
分
的
に
残
り
、
そ
の
後
に
お
け
る
富
岡
事
業
の
た
め
に
座
が
組
織
さ
れ
た
も

　
　
　
　
　
　
③

の
と
推
定
さ
れ
る
。

　
初
期
の
建
築
業
関
係
の
座
は
興
福
寺
座
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
年

功
・
技
術
を
基
準
と
す
る
鵬
次
（
座
次
）
に
基
づ
い
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
野

次
は
原
釧
と
し
て
職
揚
の
統
制
に
適
用
さ
れ
、
惣
大
工
・
雄
大
工
・
引
頭
・
長

等
の
階
梯
が
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
寺
座
が
年
功
・
技
術
に
よ
る
律
令
制
的
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中世手工業の二。三の問題（仲村）

　
　
　
　
　
　
　
◎

な
累
進
的
昇
進
綱
度
を
踏
襲
し
て
い
る
の
に
対
し
、
大
乗
院
座
は
寛
正
三
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

（
一
陽
六
二
）
の
『
門
跡
大
工
網
承
次
第
』
に
も
み
ら
れ
る
如
く
、
血
縁
関
係
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

中
心
に
相
伝
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
座
に
お
け
る
一
薩
的
地
位
が
大
工
職
所

有
者
と
し
て
世
襲
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
槻
相
承
次
第
』
に
山
城
愚
民
の

子
と
称
さ
れ
て
い
る
小
法
次
郎
の
大
工
職
は
、
ω
興
揺
寺
・
嘉
日
粒
大
工
、

②
大
乗
院
大
工
、
③
北
山
大
塔
大
工
・
疾
雷
毒
大
工
で
あ
り
、
ω
は
非
世
襲
的

権
利
、
②
は
批
襲
的
権
利
、
㈲
は
以
箭
の
工
家
経
歴
に
よ
る
権
利
に
分
類
さ
れ

⑫る
。
か
よ
う
に
自
己
の
本
来
所
属
す
る
座
を
核
と
し
て
、
本
所
の
支
配
権
の
及

ば
ぬ
範
閉
の
大
工
職
を
都
分
酌
に
所
有
す
る
複
雑
な
性
格
は
、
中
世
後
半
期
に

お
け
る
大
工
共
通
の
姿
で
あ
っ
て
、
建
築
業
の
座
の
解
体
す
る
前
兆
を
蓑
現
し

て
い
る
。
．

　
座
と
大
工
職
は
建
築
業
の
緋
他
的
独
占
権
を
表
示
す
る
概
念
で
あ
り
、
本
源

的
に
は
阿
者
は
一
致
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
5
が
、
建
築
生
産
の
発
展
に
と
も
な

っ
て
座
の
も
つ
権
利
が
大
工
織
に
集
約
さ
れ
、
新
座
の
成
立
、
分
籍
桐
続
、
譲

渡
に
よ
っ
て
細
分
化
し
、
し
か
も
、
世
襲
的
大
工
職
以
外
の
大
工
職
が
農
業
に

お
け
る
名
空
論
、
適
職
等
の
得
分
権
問
様
に
亮
買
の
鰐
象
と
な
る
段
階
で
は
座

は
甚
し
く
変
質
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
十
五
倣
紀
末
に
お
け
る
興
編
寺
建
築

業
関
係
座
は
新
座
の
出
現
に
よ
り
一
層
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

　
当
門
跡
（
大
乗
院
）
方
奉
行
番
匠
一
座
琴
共
前
座
、
或
帰
大
宅
寺
座
、
新
座

　
本
座
両
座
有
之
、
興
福
寺
番
匠
井
田
舎
番
匠
魯
加
当
座
衆
、
以
一
撃
為
大
工

　
職
、
趨
門
跡
補
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
続
）

　
一
座
号
釜
口
座
、
或
号
食
盛
院
座
、
熱
電
寺
番
匠
鼠
賊
外
之
番
獲
相
読
子
孫

　
加
座
衆
着
也
き
一
乗
院
方
二
又
両
座
分
有
之
、
此
両
門
跡
座
各
寺
社
作
事
二

　
致
奉
公
条
、
自
上
古
事
也
、
三
座
ハ
七
輪
余
香
以
前
二
初
而
立
座
了
、
傍
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
門
座
衆
之
内
加
工
座
漸
也
、

　
こ
れ
は
相
次
ぐ
座
の
分
裂
の
結
果
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
座
薬
の
根
互
関

係
は
興
福
寺
座
が
両
院
家
の
座
に
参
加
し
、
両
院
家
の
灘
崎
も
寺
座
に
加
わ
る

と
い
う
座
衆
の
重
複
酌
性
格
が
確
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、

座
の
分
裂
の
基
礎
に
座
衆
の
増
加
、
と
り
わ
け
、
従
来
排
除
さ
れ
て
い
た
田
舎

番
匠
の
座
へ
の
食
込
み
が
あ
る
。
長
禄
元
年
（
一
四
五
七
）
、
長
谷
専
の
大
鳥

居
を
建
立
し
た
大
工
は
衛
門
、
権
大
工
は
又
次
郎
で
あ
る
が
、
大
乗
院
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

て
前
潜
は
権
大
工
、
後
者
は
正
大
工
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
階
梯
制
の
混
乱
も
座

内
部
か
ら
の
解
体
の
兆
候
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
律
令
制
末
期
、
富
豪
の
典
型
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
紀
伊
の
長
藩
神
南
備
種
取

⑰は
、
律
令
国
家
生
産
機
構
の
縮
小
版
と
も
い
う
べ
ぎ
種
々
の
工
房
を
所
有
し
数

百
の
工
人
を
従
属
せ
し
め
て
い
た
。
工
募
の
ひ
と
つ
で
あ
る
作
物
所
に
は
三
十

余
人
の
工
人
が
い
る
が
、
彼
等
は
割
籍
・
折
敷
・
机
を
製
造
す
る
程
度
の
細
工
人

で
あ
っ
て
建
築
工
で
は
な
い
。
か
よ
う
に
、
多
様
な
職
種
の
工
房
を
も
つ
豪
族

が
一
人
の
建
築
工
を
も
も
ち
え
な
い
こ
と
は
、
建
築
技
術
者
が
中
央
に
吸
収
、
集

中
さ
れ
て
地
方
に
は
高
度
の
技
術
を
も
つ
建
築
工
が
存
在
す
る
余
地
の
な
か
つ
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た
こ
と
を
瞬
示
し
て
い
る
。
地
方
の
建
築
生
産
は
京
都
・
南
都
建
築
工
の
参
潴

を
待
た
な
け
れ
ば
完
遂
さ
れ
ず
、
こ
の
事
態
は
中
世
末
期
に
至
る
ま
で
継
続
し

　
　
　
　
　
　
　
⑩

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
東
福
寺
塔
九
輪
修
理
請
負
の
さ
い
に
田
舎
番
匠
が
三
島
の
捲
足
下
に
動
員
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
鎌
倉
末
期
か
ら
昭
鷹
番
鉦
・
散
在
工
の
活
動
は
活
発
化
し
て

ゆ
く
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
建
築
技
術
か
ら
い
っ
て
律
令
制
建
築
生
麓
機
構

の
変
質
の
中
か
ら
排
出
さ
れ
た
京
都
・
南
都
の
建
築
工
が
中
世
に
お
け
る
建
築

生
藍
の
主
流
で
あ
っ
て
、
地
方
に
お
い
て
建
築
工
が
成
長
し
て
く
る
の
は
、
中

央
建
築
工
の
地
方
進
出
に
刺
戟
さ
れ
て
田
舎
番
匠
が
そ
の
技
術
を
習
得
す
る
、

い
わ
ぽ
建
築
技
術
の
均
質
化
の
傾
向
と
、
他
面
に
お
い
て
古
い
建
築
様
式
の
崩

壊
と
そ
れ
に
と
も
な
う
技
術
系
統
の
変
革
が
促
進
さ
れ
る
室
町
期
に
お
い
て
で

　
⑰

あ
る
。

　
座
、
大
工
職
の
対
象
に
な
る
建
築
物
は
基
本
的
に
は
寺
麺
・
貴
族
の
邸
宅
な

ど
い
わ
ゆ
る
「
木
割
の
あ
る
建
物
」
で
あ
っ
た
。
木
割
と
い
う
の
は
建
築
に
お

け
る
一
種
の
部
材
寸
法
決
定
法
で
「
建
物
の
広
が
り
を
制
約
し
な
い
よ
う
な
広

大
な
敷
地
が
か
な
ら
ず
必
要
で
あ
り
、
ま
た
商
品
化
さ
れ
た
規
格
木
材
を
拒
否

し
て
、
つ
ね
に
自
由
な
材
木
取
得
（
あ
る
場
合
に
は
賦
役
労
働
に
よ
る
材
木
提

，
供
）
を
繭
提
と
し
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
　
「
建
物
が
土
地
条
件
と
一
台
的
な
木

材
規
格
に
支
配
さ
れ
な
い
こ
と
は
木
割
建
築
が
被
支
配
階
級
の
建
物
と
し
て
存

奮
農
沸
如
ぐ
・
木
製
な
い
建
築
物
撞
家
．
町
屋
の
よ
う
な
崇
を

指
し
て
い
る
。
木
割
の
あ
る
建
物
が
様
式
に
表
現
さ
れ
る
場
合
、
柱
閥
・
庇
の

…
数
を
示
す
敦
盛
覆
輪
と
い
う
間
画
記
法
が
採
用
さ
れ
る
。
こ
の
書
面
記
法
を
崩

壊
せ
し
め
、
技
得
習
得
を
容
易
に
し
、
大
工
職
は
伝
統
的
建
築
物
を
部
分
的
に

残
留
さ
せ
つ
つ
民
家
に
ま
で
造
作
権
を
拡
大
す
る
の
で
あ
る
。

　
か
よ
・
）
に
、
中
世
に
お
け
る
生
活
様
式
の
変
化
は
建
築
技
術
の
上
に
大
き
な

変
革
を
も
た
ら
し
、
田
舎
番
匠
の
覆
極
的
な
進
出
と
座
の
階
梯
制
か
ら
下
層
建

築
工
の
独
立
を
促
進
せ
し
め
た
。
戦
国
期
以
隆
、
大
量
に
建
設
さ
れ
る
臣
大
な

城
郭
建
築
は
、
技
術
系
統
の
面
か
ら
い
え
ば
両
系
統
の
綜
合
化
の
結
晟
で
あ
り
、

伝
統
的
堂
宮
大
工
と
民
家
の
み
を
建
築
す
る
大
工
の
動
員
を
可
能
に
し
た
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

あ
っ
て
、
こ
の
中
か
ら
築
城
尊
門
の
新
し
い
城
湿
生
が
成
立
し
、
戦
国
大
名
の

統
制
下
に
組
織
さ
れ
て
い
っ
た
。

①
　
遠
藤
元
男
氏
「
職
人
の
組
織
と
し
て
の
「
座
臨
の
一
考
察
」
　
『
社
会
経

　
済
史
学
』
三
ノ
一
号

　
豊
田
武
氏
「
興
福
寺
を
め
ぐ
る
建
築
業
看
の
座
」
　
「
歴
史
学
研
究
輪
六
ノ

　
一
〇
帰

　
清
水
三
男
氏
「
中
世
の
座
の
性
質
に
つ
い
て
」
『
申
世
雨
曇
め
基
礎
構

　
造
』
所
収

②
東
大
寺
文
書
京
大
影
写
本
八
十
七
溺
清
水
叢
論
交
所
収

③
㈹
文
永
八
年
十
月
十
六
円
閑
王
女
浩
券
春
臼
神
社
文
書
急
ノ
三
八

　
○
丹

　
　
働
弘
安
元
年
十
一
月
十
五
日
　
三
二
専
大
工
藤
井
園
□
売
券
　
春
B
神

　
社
文
露
ニ
ノ
七
九
二
帰
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中世手工業の二・薫の問題（紳村）

④
弘
安
九
年
春
日
社
造
替
壁
上
事
始
案

⑤
弘
安
九
年
春
日
祉
造
替
記
弘
安
十
年
六
月
十
九
獲
上
棟
次
第
い
ず

　
れ
も
遠
藤
氏
前
掲
論
営
所
双

⑥
大
粟
新
寺
幽
翠
那
記
文
明
六
年
十
月
遅
四
日
過

⑦
元
永
元
年
七
月
廿
二
厨
東
大
寺
別
当
事
始
饗
膳
禄
物
注
交
平
安
遺

　
文
五
ノ
一
八
八
九
号

⑧
承
元
四
年
具
注
暦
裏
書
（
大
日
本
史
料
四
ノ
一
〇
）
承
元
二
年
十
一
月

　
廿
六
日
北
円
堂
上
棟
条
　
建
築
学
大
系
四
ノ
ニ
三
三
頁

⑨
　
例
え
ば
、
木
工
寮
の
建
築
工
紀
恒
行
は
承
保
三
年
（
｝
〇
七
六
）
法
勝

　
寺
中
弥
陀
堂
の
造
営
に
は
小
工
、
三
徳
三
年
目
一
〇
八
六
）
東
寺
塔
造
営

　
に
は
権
大
工
、
康
和
四
年
（
　
…
〇
二
）
尊
勝
寺
造
鴬
に
は
五
位
大
工
に

　
な
っ
て
い
る
（
太
田
博
太
郎
氏
前
掲
論
文
）
。

⑩
　
大
乗
院
寺
社
雑
嬢
記
　
寛
正
三
年
十
一
月
十
八
日
条

⑭
　
大
工
座
に
限
ら
ず
、
絵
所
座
の
相
承
も
亡
霊
闘
士
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。

　
森
末
義
彰
氏
「
社
寺
と
契
術
関
係
の
座
」
『
中
世
の
社
寺
と
芸
術
』
所
収

　
一
一
一
七
四
頁

　
棄
徳
元
年
（
一
三
八
四
）
、
　
東
編
寺
由
内
陣
野
寺
番
匠
対
馬
守
行
次
は
、

　
六
ケ
寺
俺
の
大
工
職
を
四
男
行
籔
に
譲
渡
し
た
さ
い
、
　
「
蚕
子
兄
弟
中
末

　
代
無
子
孫
跡
看
、
不
可
渡
他
門
他
人
、
行
次
之
子
孫
≧
可
相
続
仕
者
也
」

　
と
厳
し
い
条
件
を
つ
け
て
い
る
。

⑫
　
　

『
建
筑
木
学
十
く
鼠
が
』
　
四
ノ
一
一
四
轟
ハ
百
ハ

⑲
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
交
明
六
年
十
月
廿
閥
臼
条

⑭
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
長
禄
元
年
十
二
月
八
議
条

⑱
　
宇
津
保
物
語
　
吹
上
巻
上

⑯
　
慶
長
年
間
、
香
取
社
造
替
工
事
の
人
員
構
成
は
京
番
匠
喜
助
を
棟
梁
と

　
す
る
上
方
工
を
中
心
に
な
さ
れ
て
い
る
。
地
方
工
た
る
上
州
衆
は
製
材
部

　
門
の
大
鋸
衆
と
し
て
動
員
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
旧
源
太
祝
平
文
欝

　
　
慶
長
十
年
七
月
九
日
　
香
取
社
造
営
野
阜
騨
．
千
葉
県
史
料
』
中
世
篇

　
香
取
文
書
　
所
収

⑰
　
貞
和
四
年
（
；
　
四
八
）
、
播
磨
門
教
瀞
の
小
繋
、
大
塔
の
工
事
を
坂

　
本
番
涯
と
奈
良
大
工
が
壱
≧
分
担
し
た
が
、
小
塔
が
建
立
さ
れ
な
い
間
に
、

　
奈
良
大
工
は
大
塔
を
玉
成
し
「
不
思
議
無
蔓
之
上
手
㍉
如
化
人
者
共
也
」

　
と
讃
嘆
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
田
舎
番
匠
と
京
・
禁
良
番
匠
の
技
術
差
を

　
明
深
す
る
に
格
好
の
例
で
あ
ろ
う
（
二
十
円
教
寺
旧
記
　
大
目
本
史
料
六

　
ノ
十
二
）
。
に
も
拘
ら
ず
、
田
舎
番
匠
の
寺
院
造
営
へ
の
参
加
は
評
価
し

　
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
建
武
五
年
（
一
三
三
八
）
、
石
清
水
八
幡
造
営
の

　
さ
い
の
工
菓
曲
管
は
、

　
中
御
前

　
西
御
前

　
狂
舶
岬
琉
潤

　
　
饒
ノ
話
m
一

　
楼
　
門

　
小
神
殿

　
照
経
蔵

　
照
鳥
艦
外

と
、

が
、

木
工
寮
大
工

社
家
大
工

京
都
番
匠

南
都
番
匠

将
軍
家
大
工

摂
津
尼
崎
番
匠

七
社
大
工

　
　
　
さ
な
が
ら
当
代
に
お
け
る
建
築
工
の
オ
ン
・
パ
レ
ー
ド
の
観
が
あ
る

　
　
　
そ
の
一
角
に
酒
息
野
芝
の
名
が
み
え
る
の
も
、
田
舎
番
匠
の
進
田
を

　
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

⑱
伊
藤
鄭
爾
氏
『
中
世
住
居
史
』
九
籔
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⑲
　
筒
木
文
書
　
永
正
九
年
九
月
　
日
　
藤
原
光
吉
大
工
職
譲
状
（
『
滋
賀
県

　．

j
』
史
料
篇
所
収
）
に
は
、
山
守
昭
昭
建
…
染
と
と
・
も
に
近
江
蒲
生
郡
島
郷
四
【
ケ

　
村
町
惣
中
が
、
譲
与
さ
れ
る
大
工
職
に
旬
含
さ
れ
て
い
る
。

⑳
伊
藤
郷
爾
氏
前
掲
魯
三
九
～
四
三
頁

結
び
に
か
え
て

　
以
上
、
は
な
は
だ
粒
雑
な
論
を
展
翻
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
最
後
に
ひ

と
つ
の
闘
題
を
提
起
し
、
わ
た
く
し
な
り
の
解
箸
を
出
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　
そ
れ
は
請
負
…
制
と
座
と
の
関
係
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
東
福
寺
の
塔
九
輪
の

修
理
の
さ
い
に
、
東
寺
大
工
が
請
負
に
参
加
し
て
い
る
如
く
、
鎌
倉
末
期
、
東

福
寺
に
建
築
工
の
座
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
東
寿
大
工
の
請
負
に
よ
っ
て
一

時
的
で
あ
れ
東
福
寺
座
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
る
可
能
性
が
存
在
す
る
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
鎌
倉
末
期
の
春
B
社
造
替
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
造
替
工
事
は
興

癌
寺
・
大
乗
露
座
・
東
大
寺
座
の
共
同
工
事
と
し
て
行
な
わ
れ
、
大
棄
院
・
東

大
寺
団
座
の
工
人
は
「
其
身
二
方
兼
候
之
内
、
件
等
之
造
替
渚
、
以
社
工
南
面
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
①

致
其
沙
汰
了
、
全
重
語
座
面
、
蒙
仰
之
例
無
為
扁
と
い
わ
れ
る
如
く
、
た
と
え

ば
、
東
大
寺
工
人
は
東
大
寿
工
人
と
し
て
の
主
な
る
側
面
と
、
春
日
鍾
工
と
し

て
の
属
な
る
側
顯
を
伝
統
的
に
兼
有
し
、
春
臼
社
造
替
に
関
す
る
限
り
、
東
大

寺
座
工
人
は
脊
日
社
工
と
し
て
参
加
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
か
っ
て
東
大
寺

工
の
春
臼
社
造
替
に
参
加
し
た
経
歴
が
伝
統
的
に
座
の
権
利
と
し
て
後
代
に
継
、

承
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
座
の
組
合
的
結
合
が
後
代
の
大
工
職
椙
論
を

複
雑
に
す
る
と
推
定
さ
れ
る
が
、
と
も
あ
れ
、
東
寺
大
工
の
東
福
寺
の
修
理
請

負
へ
の
参
加
も
お
の
ず
か
ら
理
解
で
き
る
と
思
う
。
そ
し
て
、
請
負
が
組
合
酌

結
合
を
な
す
座
の
大
工
に
よ
つ
て
の
み
な
さ
れ
え
た
と
い
う
こ
と
も
、
中
世
に

お
け
る
平
安
制
の
限
界
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
①
　
蕉
応
五
年
十
一
月
　
露
　
御
寺
木
工
兼
祉
工
等
解
状
案
　
春
日
神
社
文

　
　
譜
一
ノ
ニ
三
閥
口
7
7
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though　the　usufrtzct　had　its　variation　of　strength　and　the　old

exclusive　right　remained　to　some　degree　depending　upeh　the

governmental　policy．　That　is　the　reason　the　contradiction　bet－

ween　law　and　reality　sooR　appear．q．．

Some　Problems　on　the　Manufacture

　　　　　　　　in　the　Middie　Ages

especially　about　the　architectural　production

　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　Ken　Nakamura

　　The　main　current　of　architects　in　the　middle　ages　grew　in　the

change　of　the　architectural　system　of　production　in　the　Ritsuryo”

律令system，　that　is，　ill　the　process　of‘Moflasry6木肌寮S肱72s痂廓

修理職，→‘　Sho所or　private　work　of．　mahorial　lords’→‘Za座’

　　Throughout　the　Middle　Ages　Ry6　（Mofeuryo”）　and　Shint　（Shu－

rishilei）　remained　as　a　controlling　organization　of　technology．

Birth　of　the　medieval　architects　was　marl〈ed　by　the　formation　of

Sα肋ηδ作料and　Uleeoi請負system，　but　the　granting　character

of　gain　was　not　extinguished，　as　the　archieectural　production　was

naturally　of　mal〈lng　to　oi’der．　Uheoi　system，　formed　iR　the　Ka7na一

勧矯鎌倉period，　was　an　epoch－making　wage　system　to　streng－

then　the　independence　of　architects　in　spite　of　the　heavy　regula－

t圭on　byまords。

　　Considering　the　forpaer　discussion　oR　Za　of　architects，　we

marked　the　existence　of　ranl〈　in　the　architects’　Za　judging　froiin

the　po圭nt　that　1）aifeu大工or、Gon・daifeu権大工held　the　controlling

rlght　of　Zaden瓜田．　Dissolution　of　Za　was　made　concrete　by　the

formation　of　new　Za　and　coi3fusion　of’　rank　within　Za　and　it

appeared　as　the　dissolution　of　Kiwarijtttsa木割術，　old　sys乞em　of

，architecture，　in　the　aspect　architecture　and　promoted　to　equalize

arts　in　central　and　local　areas．

（　637　）


